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拡大‼ 医療費特別給付金（福祉医療）

～すてきな子育て応援団になりましょう！～
祖父母世代の皆様へ子育て（孫育て）に関する

講演会を開催します
　子育てをしてきた祖父母にあたる皆さんには、様々な育児の知恵があります。
　現代の育児との違いはありますが、子育てに関わる方々に祖父母世代の方々の知恵を伝承していくことも安心
して子育てができるためには欠かせません。
　子育ての良いところを再確認しながら多くの方と共有し、子育て真っ最中の方の育児の応援団になってもらい
たいため、子育て（孫育て）に関する講演会を開催します。大勢の皆さんのご参加をお待ちしています。

◆日時　 9 月19日（月・祝）　午前10時30分～11時30分
◆内容　 『イマドキの子育て事情～学んでスッキリ！ 

 　　　変わったこと、変わらないもの～』
◆会場　 市立小諸図書館　すみれちゃんのへや
◆講師　 chiyoiro～ちよいろ～助産院　助産師　高橋　智恵　氏
※図書館の絵本に囲まれたやさしい雰囲気の中での講演会です。
※講演会終了後、簡単な体操（ヨガ）を行います。
▼問い合わせ先 　健康づくり課　保健予防係

子育て中の方・ご家族
（お子さん連れでも大
丈夫）も皆さんでお越
しください。

■長野県内の病院・薬局に受診する場合（自動給付方式）
①医療機関の窓口で『受給者証』を毎回提示して、「医療費」をお支払いください。
②医療機関より市役所へ月ごとに審査機関を経由して受診データが送付されます。
③送付されたデータをもとに、支払いをした「 1か月分の福祉医療費」が指定口座へ振り込まれます。
※県外の病院・薬局に受診する場合は「自動給付方式」ではなく、申請が必要になります。
　詳しくはお問い合わせください。

高校 3 年生まで対象に‼
　医療費特別給付金（福祉医療）の助成は、これまで中学 3年生（満15歳に達する日以降最初
の 3月31日）までを対象としていましたが、平成28年10月診療分から、高校 3年生（満18歳に
達する日以降最初の 3月31日）まで対象を拡大します。
　（平成10年 4 月 2 日から平成13年 4 月 1 日生まれの方が新たに対象となります。）
■対象となる方へ
　交付申請書をお送りしますので、振込口座等を記入のうえ、医療保険証の写しを添付して申
請してください。
　申請がないと受給者証の発行ができませんのでご注意ください。

 ▼問い合わせ先 　厚生課　家庭支援係


